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確
定
申
告
が
必
要
な
方　

　

次
の
よ
う
な
方
は
、
確
定
申
告
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

① 
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
、
不
動
産
収

入
が
あ
る
場
合
、
土
地
や
建
物
を
売
っ

た
場
合
な
ど
で
、
平
成　

年
中
の
所
得

１６

金
額
の
合
計
額
か
ら
、
配
偶
者
控
除
、

扶
養
控
除
、
基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控

除
の
合
計
額
を
差
引
き
、
そ
の
金
額
を

基
に
算
出
し
た
税
額
が
、
配
当
控
除
と

定
率
減
税
額
と
の
合
計
額
を
超
え
る
方

②
給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件

な
ど
に
該
当
す
る
方

　

イ　

給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え

る
方

　

ロ　

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
っ

て
い
る
方

　

ハ　

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
が　

万
円
を
超
え
る
方

２０

　

ニ　

同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、
そ
の

法
人
か
ら
貸
付
金
の
利
子
や
不
動
産

の
賃
貸
料
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る
方

　
「
自
書
申
告
」を
！　

　

税
務
署
で
は
、
申
告
納
税
制
度
の
趣
旨

か
ら
、
確
定
申
告
書
・
収
支
内
訳
書
な
ど

の
提
出
書
類
を
、
ご
自
分
で
正
し
く
作
成

し
、郵
送
等
に
よ
り
提
出
し
て
い
た
だ
く
、

「
自
書
申
告
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ご

自
分
で
確
定
申
告
書
を
作
成
で
き
る
よ
う

な
相
談
・
指
導
も
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に　

　

越
谷
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
が
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
、
確
定
申
告
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
確
定
申
告
書
が

届
か
な
い
方
で
も
一
定
の
要
件
に
あ
て
は

ま
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。

　
申
告
を
す
れ
ば
税
金
が
戻
る
方　

　

確
定
申
告
を
し
な
く
て
よ
い
方
で
も
次

の
よ
う
な
場
合
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税

金
な
ど
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申

告
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
源
泉
徴
収
さ
れ
た
配
当
や
原
稿
料
な
ど

の
収
入
が
少
額
で
、
し
か
も
そ
の
他
の

所
得
も
あ
ま
り
多
く
な
い
方

② 
給
与
所
得
者
で
、
次
の
よ
う
な
方

　

イ　

多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方

　

ロ　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、

マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
・
購
入
ま
た
は

大
規
模
な
修
繕
・
増
築
を
し
た
方

　

ハ　

災
害
や
盗
難
な
ど
に
あ
っ
た
方

　

ニ　

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
寄
付
金

を
支
払
っ
た
方

③ 
平
成　

年
の
途
中
で
退
職
し
、
そ
の
後

１６

就
職
し
な
か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受

け
な
か
っ
た
方　

　
納
税
は
期
限
内
に　

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
に
よ
る
所
得

１６

税
お
よ
び
消
費
税
の
納
期
限
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　

所
得
税
の
納
期
限　

３
月　

日
�

１５

　

消
費
税
の
納
期
限　

３
月　

日
�

３１

　

ま
た
、
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
る
方
の

預
貯
金
口
座
か
ら
の
振
替
日
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。（
預
金
残
高
不
足
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
）

　

所
得
税
の
振
替
日　

４
月　

日
�

１９

　

消
費
税
の
振
替
日　

４
月　

日
�

２６

※
今
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
時
代
。
安
全
で

便
利
な
振
替
納
税
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
譲
渡
所
得
・
マ
イ
ホ
ー
ム
買
い
替
え
の
申
告　

越
谷
税
務
署
へ

　

譲
渡
所
得
と
マ
イ
ホ
ー
ム
買
い
替
え
の

申
告
は
、
八
潮
メ
セ
ナ
会
場
で
は
受
け
付

け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
申
告
は
越

谷
税
務
署
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
税
の
還
付
申
告
は
お
早
め
に
！　

　

所
得
税
の
還
付
申
告
は
、
申
告
期
間

（
平
成　

年
２
月　

日
〜
３
月　

日
）
に

１７

１６

１５

か
か
わ
ら
ず
、
１
月
か
ら
越
谷
税
務
署
で

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

確
定
申
告
の
期
間
は
、
申
告
相
談
会
場

が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
還
付
を
受
け

る
た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方

は
、
お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
書
の
作
成
は
便
利
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
！　

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
所
得
税
の

確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
』（
関
東
信
越

国
税
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ア
ク
セ

ス
で
き
ま
す
）
で
作
成
し
た
申
告
書
を
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
、
そ
の
ま
ま
提
出
で
き

ま
す
。
同
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
す
れ
ば
、
申

告
書
用
紙
の
交
付
を
受
け
る
た
め
税
務
署

な
ど
に
出
向
か
ず
に
、
自
宅
で
都
合
の
い

い
時
間
に
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
税
務
署
等
申
告
相
談
会

場
で
長
時
間
待
つ
こ
と
な
く
郵
送
で
、
提

出
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
●
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス

h
ttp
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●
関
東
信
越
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア

ド
レ
ス
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日
曜
相
談
会　

　

２
月　

日
・　

日
の
日
曜
日
に
、
越
谷

２０

２７

税
務
署
申
告
会
場
で
相
談
・
受
付
を
行
い

ま
す
。（
当
日
は
、混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
）
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確
定
申
告
相
談

所
得
税
の
申
告
は
、越
谷
市
中
央
市
民
会
館
特
設
会
場
ま
た
は
、越
谷
税
務
署
へ
！
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全国春の火災予防運動　３月１日～７日
『火は消した？　いつも心に　きいてみて』

　

　市内における平成１６年中の火災発生件数は、４９件でした。平成１５年中（３３件）より１６

件の増加となっています。

　出火原因別では、放火（疑い含む）１９件、たばこ５件、ガスこんろ４件の順になって

います。

　この運動は、市民の皆さんに防火や防災に対する意識や行動力を高めていただくこと

により、家庭や地域および事業所における火災の発生を防止し、火災から尊い命を守り、

貴重な財産の損失を防ぐことを目的に行います。

　市では、次の３点を重点目標に運動を展開します。火災のない安全都市を築くために、

皆さん一人ひとりのご協力をお願いします。

【重点目標】

１　住まいの防火対策を進めよう

　　「てんぷら油を火にかけているとき 一寸 だけ離れる」
ちょっと

「１本だけの寝たばこなら」など、ほんの少しの油断が火

災を招きます。

２　放火されない環境づくりを進めよう

　　ゴミは収集日に出すことを徹底し、家の周りに新聞・

雑誌など燃えやすいものは置かないようにしましょう。

３　地域の防火対策を進めよう

　　防災訓練に進んで参加し、地域ぐるみの協力体制を築きましょう。

■問 消防本部予防課�９９６－０１３４

所得税申告会場日程
住宅借入金等特別控除の還付申告は、越谷市中央市民会館
特設会場または、越谷税務署へ

●確定申告（譲渡・贈与等を除く）
■日 ２月１日�～３月１５日�（土・日・祝日を除く）　午前
９時～１１時・午後１時～３時３０分
■場 越谷市中央市民会館特設会場
※２月１５日�までは還付申告のみの受け付けです。
※２月２０日・２７日の日曜日の受け付けは、越谷税務署の
みとなります。

●確定申告（青色・白色一般・譲渡・贈与等）
■日 ２月１６日�～３月１５日�（土・日曜日を除く）　午前８
時３０分～午後４時（午後４時ごろまでにご来場ください。）
■場 越谷税務署
※２月２０日・２７日の日曜日に限り、受け付けます。

税理士会無料還付申告相談会日程
■日 ２月１６日�～２３日�　（土・日曜日を除く）　午前９時
～１１時・午後１時～３時
■場 八潮メセナ１階展示室

※住宅借入金等特別控除の還付申告相談は、八潮メセナ会
場ではできません。
※自動車でのご来場はご遠慮ください。
※確定申告をされた方は、市民税・県民税の申告は必要あ
りません。

確
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